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2025 年４月１日 

エコマーク使用契約者 様 

 

料金改定のお知らせ 

 

公益財団法人日本環境協会 

エコマーク事務局 

 

 

 平素よりエコマーク事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

エコマークでは 2012 年 4 月以来、認定商品のライセンス維持・管理に係る「年間ライ

センス料（エコマーク使用料）」及び、「認定審査料」の料金を据え置いてまいりました

が、昨今の人件費及び物価の上昇、国際標準に合わせた認証体制の強化、国内外における

エコマーク認定商品の流通促進のための追加対応等により、現行の料金を維持することが

難しくなりました。 

つきましては 2025 年 10 月 1 日より、下記の新料金に改定させて頂きたく存じます。 

引き続き、質の高い認証サービスの提供に注力してまいりますので、何卒ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．年間ライセンス料（エコマーク使用料）（年間 1 社あたり、消費税 10%込） 

（１） 商品類型 No.501「小売店舗」、503「ホテル・旅館」、505「飲食店」、508「シェ

アリングサービス」、509「商業施設」、510「清掃サービス」、511「テイクアウ

ト・デリバリー店舗」、512「美容室」、513「ケミカルリサイクルプロセスによる

廃棄物等の化学原料化プラントおよびその化学製品」、514「空港ラウンジ」 

 

現行の料金を据え置きます。 

 

（２） （１）以外の商品類型 

 

以下のとおり改定します（添付の【新料金】）。 

 

① エコマーク認定商品の合計売上高区分【～10 万円以下】から【10 万円超～

2,500 万円以下】までの料金を現行より 22,000 円引き上げます。 

② 同【2,500 万円超～5,000 万円以下】から【5,000 万円超～7,500 万円以下】

までの料金を現行より 27,500 円引き上げます。 

③ 同【7,500 万円超～1 億円以下】から【5 億 5,000 万円超〜6 億 2,500 万円以

下】までの料金を現行より 55,000 円引き上げます。 

④ 同【6 億 2,500 万円超〜7 億円以下】から【100 億円超〜200 億円以下】まで
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の料金を現行より 110,000 円引き上げます。 

⑤ 同【200 億円超～300 億円以下】以上の料金は、2012 年 4 月に上限額の引き

上げを行っているため据え置きます。 

 

 

２．商品認定審査料（1 件あたり、消費税 10%込） 

（１）商品類型 No.501「小売店舗」、503「ホテル・旅館」、505「飲食店」、509「商業

施設」、511「テイクアウト・デリバリー店舗」、512「美容室」、513「ケミカルリ

サイクルプロセスによる廃棄物等の化学原料化プラントおよびその化学製品」、514

「空港ラウンジ」 

   

現行の 44,000 円を 88,000 円に改定します。 

 

（２）商品類型 No.508「シェアリングサービス」、510「清掃サービス」 

 

   現行の 44,000 円を据え置きます。 

 

（３）（１）、（２）以外の商品類型 

 

   現行の 22,000 円を据え置きます。 

 

 

３．エコマーク認定証発行料 

 

現行の料金を据え置きます。 

 

 

４．その他 

認定商品に係る手続き（商品追加・変更など）、契約に係る手続き（担当者変更・使

用契約者変更など）および認定維持に係る手続き（再評価（サーベイランス）、現地

監査など）は、現行通り手数料はかかりません。 

https://www.ecomark.jp/user/change/ 

 

 

５．新料金適用日 

（１）年間ライセンス料（エコマーク使用料） 

既契約者：2025 年 10 月 1 日以降に到来する最初の契約更新日（エコマーク使用基

本契約書に記載の「基準日」）から新料金を適用します。 

新契約者：2025 年 10 月 1 日以降にエコマーク使用基本契約書を締結する契約者

（2025 年 10 月審査分）から新料金を適用します。 

https://www.ecomark.jp/user/change/
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（２）商品認定審査料 

2025 年 10 月 1 日以降（申込書の到着日）の商品認定審査から新料金を適用しま

す。 

 

※ 料金改定に伴い、エコマーク使用契約者の皆様にお願いする手続きは特にございま

せん。締結済のエコマーク使用基本契約書は引き続き有効ですので、別表の使用料

算定表を最新のものに差し替えていただきますようお願いいたします。 

https://www.ecomark.jp/pdf/2025/2025licensefee.pdf 

 

以上 

 

（問い合わせ先） 

   公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 契約監査課 

Tel：03-5829-6286、E-mail：keiyaku@ecomark.jp 

  

https://www.ecomark.jp/pdf/2025/2025licensefee.pdf
mailto:keiyaku@ecomark.jp


 4 

添付  年間ライセンス料（エコマーク使用料）（消費税 10%込） 

（商品類型 No.501、503、505、508～514 以外の商品類型） 

 

 

エコマーク認定商品 

の合計売上高区分 
現行料金 【新料金】 

 〜 10 万円以下   11,000    33,000 

10 万円超 〜 2,500 万円以下   33,000    55,000 

2,500 万円超 〜 5,000 万円以下   55,000    82,500 

5,000 万円超 〜 7,500 万円以下   82,500   110,000 

7,500 万円超 〜 1 億円以下  110,000   165,000 

1 億円超 〜 1 億 7,500 万円以下  165,000   220,000 

1 億 7,500 万円超 〜 2 億 5,000 万円以下  220,000   275,000 

2 億 5,000 万円超 〜 3 億 2,500 万円以下  275,000   330,000 

3 億 2,500 万円超 〜 4 億円以下  330,000   385,000 

4 億円超 〜 4 億 7,500 万円以下  385,000   440,000 

4 億 7,500 万円超 〜 5 億 5,000 万円以下  440,000   495,000 

5 億 5,000 万円超 〜 6 億 2,500 万円以下  495,000   550,000 

6 億 2,500 万円超 〜 7 億円以下  550,000   660,000 

7 億円超 〜 8 億 5,000 万円以下  660,000   770,000 

8 億 5,000 万円超 〜 10 億円以下  770,000   880,000 

10 億円超 〜 20 億円以下  880,000   990,000 

20 億円超 〜 30 億円以下  990,000 1,100,000 

30 億円超 〜 40 億円以下 1,100,000 1,210,000 

40 億円超 〜 50 億円以下 1,210,000 1,320,000 

50 億円超 〜 60 億円以下 1,320,000 1,430,000 

60 億円超 〜 80 億円以下 1,430,000 1,540,000 

80 億円超 〜 100 億円以下 1,540,000 1,650,000 

100 億円超 〜 200 億円以下 1,650,000 1,760,000 

200 億円超 〜 300 億円以下 2,200,000 2,200,000 

300 億円超 〜 500 億円以下 2,750,000 2,750,000 

500 億円超 〜  3,300,000 3,300,000 

 


